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建設⼯事現場（以下「現場」という。）においては、地震、台⾵、⼤⾬、洪⽔、噴⽕、⼤雪その他の異常な⾃然現象による災
害（以下「災害」という。）により、建築物の全体⼜は⼀部の倒壊⼜は崩壊及び仮設物の損傷等の被害が予想される。特に地
震注意情報、台⾵情報等の気象情報が発令された場合、⼈⾝被害の防⽌、２次災害の防⽌や被害軽減のため迅速に対応す
ることが重要である。 

このため、 ① 現場の安全確保・被害拡⼤の防⽌、 ② 状況の把握を⽬的とし、必要な措置・対応及び情報を的確に把握・
伝達できるよう本取り扱いを定める。 

 
1. 現場における安全確認 

建設⼯事（解体⼯事を含む）を実施している現場においては、⼯事請負契約約款第26 条（臨機の措置）の規定によ
り、「請負者は、災害防⽌等のために必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。」と定められている。こ
のため、現場代理⼈は災害の発⽣等に備え、現場内及び周辺を巡回して災害に対する必要な措置を講じるとともに、現
場の安全確認を⾏うものとする。 

2. 体制の確⽴ 
現場代理⼈は、次の事項を記載した施⼯計画書を監督員に提出すること。 
（1） 災害が予想される場合の措置（災害の種別ごとの具体的な対応） 
（2） 現場体制表 

3. 現場の状況確認及び安全確保 
現場代理⼈は、現場の状況に応じ、次の措置を⾏うこと。 
（1） 災害が予想される場合の措置 

・ 作業中⽌ 
・ ⼟留、⽀保⼯、⾜場等の仮設物の点検・補強 
・ ⾜場、クレーンその他の転倒防⽌ 
・ ⾼所からの落下物の防⽌ 
・ 現場内における上下⽔道管、ガス管等の点検・補強 
・ 仮設物の点検・補強 
・ 現場内への⽴⼊禁⽌措置 
・ 作業員の安全確保 
・ 資機材の⾶散及び転倒防⽌ 
・ その他 

（2） 災害発⽣後における初期対応（被害が⼤きい場合は、建物外部からの確認を原則とする。） 
・ 被災状況の確認 
（既施⼯箇所、仮設物、建設機械、作業員、現場周辺） 
・ 負傷者等の救助 

 
4. 監督員への報告 

現場代理⼈は、確認した現場の状況を速やかに監督員に報告すること。 
対象、時期及び⽅法は次のとおりとする。 
種別 対象 時期 ⽅法 

 （被害がある場合） （被害がない場合） 

地震 震度4 を観測 地震発⽣後 

・電話による第⼀報 
かつ、 

・FAX ⼜はメールによる報告
票提出（別記様式1） 

－ 
深度5 弱以上を観測 電話⼜はメールによる報告 

⾬ ⼤⾬警報以上の発表 警報解除後 － 
洪⽔警報以上の発表 － 

⾵ 強⾵注意報の発表 注意報⼜は警報解除後 電話⼜はメールによる報告 暴⾵（雪）警報の発表 
雪 ⼤雪警報以上の発表 警報解除後 － 
噴⽕ 噴⽕警戒レベル 3 以上の発表 発表後 － 
上記以外 － 

 
5. 対象⼯事 

この取扱いを適⽤する⼯事は、次のいずれかとする。 
・ 新築、増築、改築の各⼯事 
・ ⾼さ 4ｍ以上の⾜場を設置している⼯事 
・ 監督員の指⽰する⼯事 



 
6. 適⽤ 

この取扱いは、令和7 年4 ⽉1 ⽇から適⽤する。 
  



 



 

記載例 


